
矯正歯科治療見積書	 令和	 年	 月	 日	

様	 ほんま歯科・小児歯科クリニック	

不正咬合の種類：	 治療期間：	

初診料

相談料

検査診断料

小児矯正

本格矯正（成人矯正）

片顎矯正・部分矯正

マウスピース矯正

矯正治療用インプラント

	(１本につき)	

保	定	装	置
（１装置につき）	

処置料（ブラケット装置）

経過観察料

必要抜歯

埋伏歯抜歯

転院資料作成料

 □¥ 3,300

¥ 3,300  □

¥ 33,000   □

¥ 330,000  □

¥ 693,000  □

¥ 165,000〜□

¥ 330,000〜□

¥ 44,000   □

¥ 33,000   □

□

 □

¥ 7,700

¥ 5,500

¥ 5,500  □

¥ 16,500   □
¥ 16,500   □

ほんま歯科・小児歯科クリニック
〒950-0052 新潟市東区秋葉通2丁目106番地38

    診療時間 9:00〜12:30　/　14:30～18：30　
Tel：025-250-6480　http://hdpdc.com/

※価格は令和 5年 10月現在のものです。
また、全て税込み表示となっております。



矯正歯科治療自費料金について	

患	 者	 様	 へ	

・初診料は当院へはじめて来院された患者様にお支払いいただきます。

・検査診断料の為に行った放射線検査診断料の費用は検査診断料に含まれます。

・ＣＴ、ＭＲＩ等の検査や必要抜歯（困難なもの）については、大学病院や総

合病院への紹介となります。紹介先の医療機関にて別途費用をお支払いいただ

くことがあります。	

・小児矯正とは永久歯列完成前で、顎骨の成長などが概ね終了するまでの時期

に行います。小児矯正を経て本格矯正（成人矯正）を行う場合は、本格矯正の

料金から小児矯正料金の一部を引いた差額分をお支払いいただきます。	

・処置料は１日につき１回、処置を行った日にお支払いいただきます。

・経過観察料は１日につき１回、経過観察を行った日にお支払いいただきます。

・処置料及び経過観察料には放射線検査診断料を含みませんので、放射線検査

を行う場合は、そのつど別途費用をお支払いいただきます。	

・紛失等による装置の再製には装置の製作費用をお支払いいただきます。

・自己都合により装置を一旦除去した後再度装着する場合には、装置の

装着料を再度お支払いいただきます。	

・転院される場合、転院先に送る資料作成料（検査診断料に準拠した料金）が

かかります。資料作成料には転院のための紹介文書、模型等を含みます。	

・自己都合による治療の中断や転院に伴う装置料の返金は原則いたしません。

・必要抜歯、矯正治療用インプラントに係る局所麻酔は当該料金に含みます。

・必要抜歯、矯正治療用インプラントに係る投薬(鎮痛剤、抗生物質等)は別途
費用をお支払いいただきます。

・必要抜歯にあたり、埋伏歯などで骨の削合を必要とする場合は別途料金をお

支払いいただきます。	

・マウスピース矯正は治療のゴールや治療期間などの違いにより、料金が異な

ります。	

・本書「矯正歯科治療見積書」には発行時点での消費税率の金額が記載されて

おりますが、消費税は請求時点での税率で別途お支払いいただきます。	

※ご不明な点等ございましたら、治療担当医もしくは、会計窓口にお問い合わ

せ下さい。	


	病_名：_治療期間：



